
   

第３章 付属資料（アンケート調査票） 

 

 

３－２． 犯罪被害者等調査票 

 

 

 

Q１ 

 

 

Q２ 

 

  

　【ご自身/ご家族】が過去にあわれた、【選択した犯罪被害類型】のことについてお伺いします。

　以降の設問は、その犯罪被害等についてお答えください。

　なお、加害者が複数いる場合は、その犯罪で中心的な役割を果たしたとあなたが考える１名についてお答えください。

（いくつでも）

○1 （　　　）歳

○2 わからない

【ご自身/ご家族】がその犯罪被害等にあわれたとき、あなたは何歳でしたか。被害が長期にわたって続いている場合には、被害が始まった時の年齢をお答え

ください。

 ＜犯罪被害類型が交通事故（死亡）、暴力被害（死亡）の方＞

犯罪被害等により亡くなった方は、あなたからみてどのような関係の方でしたか。

（いくつでも）

□1 配偶者* （事実婚・パートナーを含む）

□2 父

□3 母

□4 継父（母の交際相手を含む）

□5 継母（父の交際相手を含む）

□6 兄弟姉妹

□7 子

□8 祖父母

□9 孫

□10 その他（具体的に：　　　　　）

*　配偶者：夫・妻
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３－２．犯罪被害者等調査票 

 

Q３ 

 

 

Q４ 

 

 

Q５ 

 

  

加害者についておたずねします。加害者は、【ご自身/ご家族】からみてどのような関係の方でしたか。

（ひとつだけ）

○1 父

○2 母

○3 継父

○4 継母

○5 母の交際相手

○6 父の交際相手

○7 兄弟姉妹

○8 子

○9 祖父母

○10 配偶者 *（事実婚・パートナーを含む）、元配偶者（事実婚・パートナーを解消した方を含む）

○11 交際相手、元交際相手

○12 職場、アルバイト先の関係者、通っていた学校の関係者（上司、同僚、部下、取引先の相手、学校の教員など）

○13 知人、友人

○14 SNSで出会った人

○15 全く無関係の人、知らない人

○16 わからない

○17 その他（具体的に：　　　　　）

*　配偶者：夫・妻

＜Q３で「わからない」以外を選択した方＞

加害者の性別についておたずねします。

（ひとつだけ）

○1 男性

○2 女性

○3 わからない

 ＜犯罪被害類型が配偶者暴力、児童虐待の方＞

【選択した犯罪被害類型】について、その被害はどのくらい長く続きましたか。

（ひとつだけ）

○1 １年未満

○2 １年以上３年未満

○3 ３年以上５年未満

○4 ５年以上10年未満

○5 10年以上

○6 その他（具体的に：　　　　　）
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Q５-２ 

 

 

Q６ 

 

 

Q７ 

 

  

 ＜犯罪被害類型が財産被害、ストーカー行為等、性的な被害、交通事故、暴力被害の方＞

【選択した犯罪被害類型】について、その被害はどのくらい長く続きましたか。

（ひとつだけ）

○1 １回限り

○2 １週間未満

○3 １週間以上１か月未満

○4 １か月以上半年未満

○5 半年以上１年未満

○6 １年以上

○7 その他（具体的に：　　　　　）

【ご自身/ご家族】が最初に被害にあったとき、あなたはどのような仕事をされていましたか。また、学校に通っていましたか。

（ひとつだけ）

○1 未就学児・児童生徒・学生

○2 会社員などフルタイムの仕事

○3 パートやアルバイト

○4 自営業

○5 専業主婦・主夫、無職

○6 その他（具体的に：　　　　　）

○7 覚えていない

【ご自身/ご家族】が最初に被害にあったとき、あなたは誰かと同居していましたか。

（いくつでも）

□1 配偶者* （事実婚・パートナーを含む）

□2 交際相手

□3 父

□4 母

□5 継父（母の交際相手を含む）

□6 継母（父の交際相手を含む）

□7 兄弟姉妹

□8 祖父母

□9 その他の人（具体的に：　　　　　）

□10 同居家族はいなかった

*　配偶者：夫・妻
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３－２．犯罪被害者等調査票 

 

 

Q８ 

 

 

Q９ 

 

  

■犯罪被害にあった時の通報・相談についておたずねします。

＜SC4で「3 警察には通報しなかった」、「4 通報したかどうか覚えていない・わからない」と回答した方で、SC5で「17 警察」と回答しなかった方＞

（いくつでも）

□1 警察に相談できることだと思わなかったから

□2 どうせとりあってもらえないと思ったから

□3 手続などが大変だと思ったから・急いでおり時間がなかったから

□4 周囲の目が気になるから

□5 被害の話をするのがつらかったから

□6 相手が処罰されてしまうかもしれないから

□7 警察に相談するほどの被害ではないと思ったから

□8 警察に相談してから物事がどのように進むのか予想ができないから

□9 低年齢であったため、相談することを思い至らなかった

□10 その他（具体的に：　　　　　）

これまでの設問で「警察には通報しなかった」、「警察に通報したか覚えていない・わからない」、「警察に相談しなかった」と回答した方におたずねし

ます。警察に相談しなかった理由を教えてください。

＜SC5で「21 どこにも（誰にも）相談していない」以外を複数回答した方＞

先にご回答いただいた、犯罪被害等にあってから相談した人や機関のうち、最初に相談した人や機関をお選びください。

（ひとつだけ）

○1 父

○2 母

○3 配偶者*1（事実婚・パートナーを含む）

○4 兄弟姉妹

○5 それ以外の家族・親族

○6 勤務先の同僚・友人など

○7 勤務先の上司など

○8 学校などの友人

○9 学校の先生・学生相談室・スクールカウンセラーなど

○10 学校・勤務先以外の友人など

○11 交際相手

○12 弁護士・日本司法支援センター（法テラス）

○13 地方公共団体の総合的対応窓口*2

○14 児童相談所

○15 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

○16 その他の行政機関・福祉機関の相談窓口

○17 警察

○18 民間の犯罪被害者支援団体

○19 医療機関

○20 その他【SC5の「その他」の回答を表示】

*1　配偶者：夫・妻

*2　地方公共団体の総合的対応窓口：全国の都道府県・市区町村に設置されている、犯罪被害により生じた生活上の困りごとなどの相談を受ける窓口
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Q10 

 

 

Q10-2 

 

 

Q11 

 

 

Q12 

 

＜SC5で「21 どこにも（誰にも）相談していない」以外を回答した方＞

【ご自身/ご家族】が犯罪被害等にあってから最初に相談するまでに要した期間を教えてください。

（ひとつだけ）

○1 １時間未満

○2 １時間以上１日未満

○3 １日以上１週間未満

○4 １週間以上１か月未満

○5 １か月以上６か月未満

○6 ６か月以上１年未満

○7 １年以上３年未満

○8 ３年以上

○9 わからない

＜Q10で「3年以上」と回答した方＞

前問で「3年以上」との回答になりましたが、具体的な期間を教えてください。

年 か月

＜SC5で「21 どこにも（誰にも）相談していない」と回答した方＞

【ご自身/ご家族】が犯罪被害等にあってから、どこにも（誰にも）相談しなかった理由を以下から選択してください。

（いくつでも）

□1 どこに相談すればよいかわからなかった

□2 自分が被害にあっていることに気付かなかった

□3 相談するほどのことではないと思った

□4 自分で解決できると思った

□5 被害について誰かに話すことが恥ずかしかった

□6 他人に知られたくなかった

□7 おおごとにしたくなかった

□8 言っても何もしてくれない・役に立たないと思った

□9 加害者からの仕返しが怖かった

□10 加害者から相談するなと脅されていた

□11 自分が悪いと思った、自分に責任があると思った

□12 低年齢であったため、相談することを思い至らなかった

□13 特に理由はない

□14 その他（具体的に：　　　　　）

＜SC4で「3 警察には通報しなかった」、「4 通報したかどうか覚えていない・わからない」と回答した方で、SC5で「17 警察」と回答しなかった方＞

あなたは、警察にどのような対応・取組があれば、被害を相談しやすくなると思いますか。

（いくつでも）

□1 希望する性別の職員に対応してもらえること

□2 周りの人に知られずに相談できること（個室での対応など）、プライバシーが守られること

□3 メールやソーシャルメディア（X（旧Twitter）やLINEなど）で相談できること

□4 相談窓口の場所や時間が日頃から広報・周知されること

□5 相談窓口が近くにあること

□6 夜間や休日でも相談できること

□7 相談した後でカウンセリングも受けられること  

□8 その他（具体的に：　　　　　）

□9 思いつくことはない

170



 

３－２．犯罪被害者等調査票 

 

Q13 

 

 

 

 

Q14 

 

 

Q15 

 

 

 

あなたは、地方公共団体や民間の相談機関・団体などにどのような対応・取組があれば、被害を相談しやすくなると思いますか。

（いくつでも）

□1 希望する性別の職員に対応してもらえること

□2 周りの人に知られずに相談できること（個室での対応など）、プライバシーが守られること

□3 メールやソーシャルメディア（X（旧Twitter）やLINEなど）で相談できること

□4 相談窓口の場所や時間が日頃から広報・周知されること

□5 相談窓口が近くにあること

□6 夜間や休日でも相談できること

□7 相談した後でカウンセリングも受けられること  

□8 無料で相談できること

□9 その他（具体的に：　　　　　）

□10 思いつくことはない

＜SC5で「12 弁護士・日本司法支援センター（法テラス）」、「13 地方公共団体の総合的対応窓口」、「14 児童相談所」、

  「15 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」、「16 その他の行政機関・福祉機関の相談窓口」、

  「18 民間の犯罪被害者支援団体」、「19 医療機関」と回答しなかった方＞

■児童虐待の被害についておたずねします。

＜犯罪被害類型が児童虐待の方＞

あなた以外に、加害者から暴力を振るわれるなどの被害にあっている人はいましたか。

（いくつでも） 

□1 父

□2 母

□3 継父（母の交際相手を含む）

□4 継母（父の交際相手を含む）

□5 兄弟姉妹

□6 祖父母

□7 その他（具体的に：　　　　　）

□8 いなかった

＜犯罪被害類型が児童虐待の方＞

あなたに対する虐待に気づいていた方はいましたか（相談した方を含む）。

（いくつでも） 

□1 父

□2 母

□3 継父・継母（母・父の交際相手を含む）

□4 兄弟姉妹

□5 おじ・おば

□6 祖父母

□7 友人・友人の家族

□8 学校や塾などの先生

□9 近所の人

□10 児童相談所の職員

□11 警察官

□12 その他の人（具体的に：　　　　　）

□13 気づいていた人はいない
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Q16 

 

 

 

 

Q17 

 

  

＜Q15で「1 父 」～「12 その他の人」のいずれかを回答した方＞

あなたに対する虐待に気づいていた方のうち、虐待をやめさせるため、介入（加害者に対して暴力をやめるよう働きかけたり、

公的機関に相談してくれたりすること）してくれた方はいましたか。

（いくつでも） 

□1 父

□2 母

□3 継父・継母（母・父の交際相手を含む）

□4 兄弟姉妹

□5 おじ・おば

□6 祖父母

□7 友人・友人の家族

□8 学校や塾などの先生

□9 近所の人

□10 児童相談所の職員

□11 警察官

□12 その他の人【Q15の「その他の人」の回答を表示】

□13 介入してくれた人はいない

■【配偶者からの暴力（DV）/ストーカー行為等】の被害についておたずねします。

＜犯罪被害類型が配偶者暴力、ストーカー行為等の方＞

あなたは、被害後、自分を守るための措置として以下のようなことをしましたか。

（いくつでも） 

□1 あなた自身が相手に働きかけた

□2 あなた以外の人（警察や行政を除きます。）に相手に働きかけてもらった

□3 電話番号やメールアドレスを変えた

□4 SNSの自分のアカウントを変更・削除した

□5 SNSの相手のアカウントをブロックした

□6 通学または通勤時間を変えた

□7 通学または通勤経路を変えた

□8 学校または仕事を辞めた、変えた

□9 学校または仕事をしばらく休んだ（休学、休職）

□10 実家や友人宅、シェルターなどに避難した

□11 転居をした

□12 別居・離婚をした

□13 その他（具体的に：　　　　　）

□14 上記のような自衛のための措置はとっていない
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３－２．犯罪被害者等調査票 

 

Q18 

 

 

Q19 

 

 

Q20 

 

  

＜Q17の回答者のうち、SC４で「1 あなたが通報した」、「2 あなた以外の人（第三者、加害者など）が通報した」と回答した方

　又はSC5で「13 地方公共団体の総合的対応窓口」、「14 児童相談所」、「15 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」、

　「16 その他の行政機関・福祉機関の相談窓口」、「17 警察」と回答した方＞

警察や行政に通報・相談したことによって、加害者に対して次のようなことがありましたか。

（いくつでも） 

□1 警察が加害者を呼び出して警告した

□2 警察が加害者を逮捕・検挙した

□3 ストーカー規制法に基づく書面（文書）警告が行われた

□4 ストーカー規制法に基づく禁止命令が行われた

□5 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が行われた

□6 その他の対応が行われた（具体的に：　　　　　）

□7 上記のような措置を希望したが、これらの対応は行われなかった

□8 上記のような措置は希望しなかった

□9 どのような対応が行われたかはわからない 

＜Q18で「1 警察が加害者を呼び出して警告した」～「6 その他の対応が行われた」と回答した方＞

警察や行政が対応した後の、加害者の状況を教えてください。  

（ひとつだけ）

○1 懲役刑の判決を受けて刑務所に服役した

○2 懲役刑の判決を受けたが執行猶予が付いた

○3 罰金刑を科された

○4 その他（具体的に：　　　　　）

○5 特に何もなかった

○6 わからない

＜Q18で「8 上記のような措置は希望しなかった」と回答した方＞

警察や行政に通報・相談したが、警告、逮捕・検挙、ストーカー規制法に基づく書面（文書）警告、ストーカー規制法に基づく禁止命令

または配偶者暴力防止法に基づく保護命令等の対応をとることを希望しなかった理由を教えてください。

（いくつでも） 

□1 加害者からの仕返しが怖かったから

□2 手続などが大変だと思ったから

□3 周囲の目が気になるから・大ごとにしたくなかったから

□4 相手との人間関係を終わらせたくなかったから

□5 これらの措置をとるほどの被害ではないと思ったから

□6 これらの措置をとってから物事がどのように進むのか予想ができないから

□7 知らなかったから、そういうものがあると言われなかったから

□8 その他（具体的に：　　　　　）
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Q21 

 

 

Q22 

 

 

Q23 

 

 

Q24 

 

  

※Ｑ18で「1 警察が加害者を呼び出して警告した」～「6 その他の対応が行われた」と回答した方

※Ｑ18で「7 上記のような措置を希望したが、これらの対応は行われなかった」～「9 どのような対応が行われたかはわからない」と回答した方

【警察や行政に通報・相談をした後に、】あなたは同じ加害者から再び何らかの被害（以下「再被害」という）を受ける不安をどの程度感じましたか。

（ひとつだけ）

○1 全く感じなかった

○2 ほとんど感じなかった

○3 ある程度感じた

○4 大いに感じた 

【警察や行政に通報・相談して何らかの対応が行われた後に、】あなたは同じ加害者から再び何らかの被害（以下「再被害」という）を受ける不安を

どの程度感じましたか。

※Ｑ18で「1 警察が加害者を呼び出して警告した」～「6 その他の対応が行われた」と回答した方

【警察や行政に通報・相談して何らかの対応が行われた後に、】あなたは再被害を受けたことがありますか。

※Ｑ18で「7 1～6の措置を希望したが、これらの対応は行われなかった」～「9 どのような対応が行われたかはわからない」と回答した方

【警察や行政に通報・相談をした後に、】あなたは再被害を受けたことがありますか。

（ひとつだけ）  

○1 ある

○2 ない

＜Q22で「1 ある」と回答した方＞

警察や行政に通報・相談して何らかの対応が行われた後に、再被害を受けるまでの期間を教えてください。

（ひとつだけ）

○1 １日未満

○2 １日以上１週間未満

○3 １週間以上１か月未満

○4 １か月以上６か月未満

○5 ６か月以上１年未満

○6 １年以上３年未満

○7 ３年以上

○8 わからない

＜Q23でと同じ方＞

再被害を受けた回数を教えてください。  

（ひとつだけ）

○1 １回

○2 ２回

○3 ３回以上５回未満

○4 ５回以上10回未満

○5 10回以上
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Q25 

 

 

 

 

 

 

Q26 

 

  

※Ｑ18で「1 警察が加害者を呼び出して警告した」～「6 その他の対応が行われた」と回答した方

※Ｑ18で「7 1～6の措置を希望したが、これらの対応は行われなかった」～「9 どのような対応が行われたかはわからない」と回答した方

【警察や行政に通報・相談をした後に、】あなたは、再被害を受けるおそれについて、誰かに相談しましたか。相談した人や機関をお選びください。

（いくつでも） 

□1 父

□2 母

□3 継父（母の交際相手を含む）

□4 継母（父の交際相手を含む）

□5 配偶者*（事実婚・パートナーを含む）

□6 兄弟姉妹

□7 子

□8 それ以外の家族・親族

□9 勤務先の同僚・友人など

□10 勤務先の上司など

□11 学校などの友人

□12 学校の先生・学生相談室・スクールカウンセラーなど

□13 学校・勤務先以外の友人など

□14 交際相手

□15 弁護士・日本司法支援センター（法テラス）

□16 地方公共団体の総合的対応窓口

□17 児童相談所

□18 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

□19 その他の行政機関・福祉機関の相談窓口（具体的機関名：　　　　　）

□20 警察

□21 民間の犯罪被害者支援団体

□22 医療機関

□23 その他（具体的に：　　　　　）

□24 どこにも（誰にも）相談していない

*　配偶者：夫・妻

【警察や行政に通報・相談して何らかの対応が行われた後に、】あなたは、再被害を受けるおそれについて、誰かに相談しましたか。相談した人や機関を

お選びください。

再被害について不安を感じた場合には、すみやかに最寄りの警察にご相談ください。　 

■被害によるけがの状況についておたずねします。

＜犯罪被害類型が交通事故（死亡）、暴力被害（死亡）以外の方＞

あなたは事件によって身体にけがを負いましたか。全治１か月以上のけがを負った場合は、その治療期間も教えてください。

（ひとつだけ）

○1 全治１か月以上のけがを負った

○2 全治１か月未満のけがを負った

○3 けがは負っていない

○4 わからない・覚えていない

※複数のけがをされた場合には、最も長く治療された期間についてお答えください。

※現在も治療を続けていらっしゃる方は、これまでの治療期間をお答えください。
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Q26-2 

 

 

Q27 

 

 

 

 

Q28 

 

 

Q29 

 

 

Q30 

 

  

＜Q26で「1 全治１か月以上のけがを負った」と回答した方＞

前問で「全治１か月以上のけがを負った」との回答になりましたが、けがの治癒に要した具体的な期間を教えてください。

年 か月

　＜犯罪被害類型が交通事故（死亡）、暴力被害（死亡）以外の方＞

あなたは事件によって負ったけがによる後遺症はありますか。

（ひとつだけ）

○1 後遺障害等級の認定がなされた後遺症がある

○2 後遺障害等級の認定はなされていないが、後遺障害がある

○3 後遺障害はない

■あなたの身体状態や精神状態についておたずねします。

あなたは過去30日の間に、なんらかの身体上の問題を感じましたか。  

（ひとつだけ）

○1 感じなかった

○2 感じた

＜Q28で「2 感じた」と回答した方＞

その身体上の問題は、どの程度事件と関係があると思いますか。事件との関係の度合いをお答えください。

（ひとつだけ）

○1 事件は全く関係していない 

○2 事件はあまり関係していない

○3 どちらともいえない 

○4 事件がある程度関係している 

○5 事件が大いに関係している

＜Q28で「2 感じた」と回答した方＞

その身体上の問題に対して、どのように対処されていますか。

（いくつでも）

□1 医療機関に通った（訪問診療を含む） 

□2 医療機関には通っていないが、市販の薬を服用、湿布した 

□3 その他（具体的に：　　　　　）

□4 特に何もしていない
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Q31 

 

 

Q32 

 

 

Q33 

 

 

Q34 

 

  

あなたは過去30日の間に、なんらかの精神的な問題や悩みを感じましたか。

（ひとつだけ）

○1 感じなかった

○2 感じた

＜Q31で「2 感じた」と回答した方＞

その精神的な問題や悩みは、どの程度事件と関係があると思いますか。事件との関係の度合いをお答えください。

（ひとつだけ）

○1 事件は全く関係していない 

○2 事件はあまり関係していない

○3 どちらともいえない 

○4 事件がある程度関係している 

○5 事件が大いに関係している

＜Q31で「2 感じた」と回答した方＞

その精神的な問題や悩みに対して、どのように対処されていますか。

（いくつでも）

□1 医療機関（精神科以外も含む）に通った（訪問診療を含む） 

□2 公的機関や民間団体において、カウンセリングを受けたり相談をしたりした 

□3 自助グループに参加した 

□4 家族や知人に相談した 

□5 その他（具体的に：　　　　　） 

□6 特に何もしていない

過去30日の間に、どれくらいの頻度で次のことがありましたか。

（それぞれひとつずつ）

全

く

な

い

少

し

だ

け

と

き

ど

き

た

い

て

い

い

つ

も

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

○1 ○2 ○3 ○4 ○5

神経過敏に感じましたか

絶望的だと感じましたか

そわそわ落ち着かなく感じましたか

気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか

何をするのも骨折りだと感じましたか

自分は価値のない人間だと感じましたか
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Q35 

 

 

Q36 

 

 

 

 

Q37 

 

 

Q38 

 

  

全くなかった場合には「０」と記入してください。

おおよそ 日

この１年間に、心身の不調などによって、あなたの仕事や日常の生活が行えなくなったと感じた日が何日ありましたか。枠内におおよその日数をお答えく

ださい。

それぞれの項目について、あなたはどれくらいの頻度で感じているかお答えください。

（それぞれひとつずつ）

決

し

て

な

い

ほ

と

ん

ど

な

い

時

々

あ

る

常

に

あ

る

○1 ○2 ○3 ○4

○1 ○2 ○3 ○4

○1 ○2 ○3 ○4

自分には人との付き合いがないと感じることがありますか

自分は取り残されていると感じることがありますか

自分は他の人たちから孤立していると感じることはありますか

■被害による経済的な影響についてお伺いします。

あなたは現在の自分の生活についてどのように感じていますか。

（ひとつだけ）

○1 裕福だと思う 

○2 やや裕福だと思う

○3 どちらともいえない 

○4 生活にやや困っている

○5 生活にとても困っている

【ご自身/ご家族】が被害にあう前、あなたの年収はおおよそどのくらいでしたか。ご家族と同居されている場合は、世帯としての年収をお答えください。

（ひとつだけ）

○1 100万円以下 

○2 100万円以上300万円未満 

○3 300万円以上600万円未満 

○4 600万円以上1,000万円未満 

○5 1,000万円以上

○6 わからない
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Q39 

 

 

Q40 

 

 

Q41 

 

 

 

現在の、あなたの年収はおおよそどの程度ですか。ご家族と同居されている場合は、世帯としての年収をお答えください。

（ひとつだけ）

○1 100万円以下 

○2 100万円以上300万円未満 

○3 300万円以上600万円未満 

○4 600万円以上1,000万円未満 

○5 1,000万円以上

○6 わからない

あなたは、事件から現在までの間に、事件に関連して、以下に示すような給付、支給、賠償などを受けましたか。

（いくつでも）

□1 犯罪被害者等給付金*1

□2 地方公共団体からの見舞金*2

□3 労災保険（労働者災害補償保険）

□4 その他の公的な給付・支給（障害年金、遺族年金、生活保護など）

□5 加害者側の自動車保険（自賠責保険を含む）

□6 加害者側の保険（自動車保険の場合を除く）

□7 被害者側の保険（生命保険、傷害保険など）

□8 犯罪被害救援基金による奨学金

□9 その他の民間団体の給付・支給（民間の犯罪被害者支援団体からの給付金など）

□10 加害者からの賠償

□11 その他（具体的に：　　　　　）

□12 いずれも受けていない

□13 わからない

*1　犯罪被害者等給付金：死亡・障害・重傷病を伴う犯罪被害について、犯罪被害者や御遺族に対し警察から支給される給付金

*2　地方公共団体からの見舞金：犯罪被害者またはその家族、遺族に対して、地方公共団体から、直接資金提供を行うもの

あなたは、加害者側*1との間の賠償に関し、訴訟や交渉などを行いましたか。行ったものをお答えください。

（いくつでも）

□1 民事訴訟を利用した

□2 損害賠償命令*2を利用した

□3 刑事和解*3を利用した

□4 公正証書*4を作成した

□5 示談書・和解書*5を作成した

□6 その他（具体的に：　　　　　）

□7 交渉したが、合意に至らなかった

□8 上記を行った際、弁護士または司法書士に頼んだ

□9 訴訟や交渉などを行っていない

*1　加害者側：加害者本人のほか、加害者の親族、加害者の雇用主、加害者の加入していた保険会社を含みます。

*4　公正証書：私人（個人または会社その他の法人）からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書

*5　示談書・和解書：私人間の紛争を、裁判によらず、当事者間の話し合いで解決し、合意した事項や内容について記載されている文書

*2　損害賠償命令：刑事事件を担当した裁判所が、有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害の賠償を命じること

ができる制度

*3　刑事和解：加害者と被害者等の間で、犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について、裁判外で和解（示談）が成立した場合に、事件を審理し

ている刑事の裁判所に申し立て、裁判所にその合意の内容を公判調書に記載してもらう制度
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Q42 

 

 

Q43 

 

 

Q44 

 

 

  

＜Q41で「1 民事訴訟を提起した」～「7 交渉したが、合意に至らなかった」を選択した方＞

訴訟や交渉などができることは、どのような手段で知りましたか。

（いくつでも）

□1 自分で調べた

□2 家族・友人・知人から聞いた

□3 弁護士から聞いた

□4 警察から聞いた

□5 検察から聞いた

□6 日本司法支援センター（法テラス）から聞いた

□7 地方公共団体の総合的対応窓口から聞いた

□8 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターから聞いた

□9 その他の行政機関・福祉機関の相談窓口から聞いた

□10 民間の犯罪被害者支援団体から聞いた

□11 加害者側や加害者側の弁護士から申入れがあった

□12 その他（具体的に：　　　　　）

＜Q41で「1 民事訴訟を提起した」～「6 その他」を選択した方＞

訴訟や交渉などで定まった賠償額（既払い金を含む）は、次のどれにあたりますか。

（ひとつだけ）

○1 10万円未満

○2 10万円～99万円

○3 100万円～999万円

○4 1,000万円～4,999万円

○5 5,000万円～9,999万円

○6 1億円以上

○7 賠償額が定まらなかった

○8 わからない

＜Q43と同じ方＞

訴訟や交渉などで賠償額が定まるまでに、事件からどれくらいの期間がかかりましたか。

（ひとつだけ）

○1 ２週間未満

○2 ２週間以上１か月未満

○3 １か月以上半年未満

○4 半年以上１年未満

○5 １年以上２年未満

○6 ２年以上５年未満

○7 ５年以上

○8 わからない
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Q45 

 

 

Q46 

 

  

＜Q43と同じ方＞

加害者側*からの実際の賠償は、訴訟や交渉などで定まった額のうち、どれくらい支払がありましたか。枠内におおよその割合を％でお答えください。

※％は整数（小数点以下は四捨五入）でお答えください。 

※内訳についてわかる場合は、②～④をお答えください。

例：交渉で定まった額は１億円で、加害者側から9,000万円（加害者本人から1,000万円、加害者の加入していた保険会社から8,000万円）の支払があった場合

加害者側からの支払 ① おおよそ　（　　　　　）％　　　上記例の場合：90％

㇗上記％の内訳：加害者本人、加害者の親族、加害者の雇用主からの支払 ② おおよそ　（　　　　　）％　　　上記例の場合：10％

　 ：加害者の加入していた保険会社からの支払 ③ おおよそ　（　　　　　）％　　　上記例の場合：80％

　 ：その他からの支払（ご自身の保険などは除きます） ④ おおよそ　（　　　　　）％　　　上記例の場合：0％

□わからない

（参考）自動計算式　※必要に応じご利用ください。

・訴訟や交渉などで定まった額：（　　　）円

・加害者側からの支払額：（　　　）円

　　㇗うち、加害者本人、加害者の親族、加害者の雇用主からの支払額：（　　　）円

　　　　　　加害者の加入していた保険会社からの支払額　　　　　　：（　　　）円

　　　　　　その他からの支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　：（　　　）円

①　おおよそ（　　　　　　）％

②　おおよそ（　　　　　　）％

③　おおよそ（　　　　　　）％

④　おおよそ（　　　　　　）％

*　加害者側：加害者本人のほか、加害者の親族、加害者の雇用主、加害者の加入していた保険会社を含みます。

＜Q45①で「0％」以外の回答をした方＞

※Q45①で「100」％と回答した方

【訴訟や交渉などで損害賠償額が定まってから、全額の賠償が支払われるまでに、】どのくらいの期間がかかりましたか。

※Q45①で「100」％未満（0%を除く）と回答した方

【加害者側*から最後に賠償の一部が支払われてから、】どのくらいの期間が経過していますか。

（ひとつだけ）

○1 ２週間未満

○2 ２週間以上１か月未満

○3 １か月以上半年未満

○4 半年以上１年未満

○5 １年以上２年未満

○6 ２年以上５年未満

○7 ５年以上

○8 わからない

*　加害者側：加害者本人のほか、加害者の親族、加害者の雇用主、加害者の加入していた保険会社を含みます。
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Q47 

 

 

Q48 

 

 

Q49 

 

 

  

＜Q45①で「100」％未満と回答した方＞

加害者側*からの賠償の支払が全額に至っていない理由をお答えください。

（いくつでも）

□1 加害者側に資力がなかったから

□2 加害者側に賠償する意思がなかった・途中から賠償する意思がなくなったから

□3 加害者側の所在が分からず、督促ができなかったから

□4 加害者が刑務所に入っているから

□5 現在、分割で支払われている

□6 わからない

□7 その他（具体的に：　　　　　）

*　加害者側：加害者本人のほか、加害者の親族、加害者の雇用主、加害者の加入していた保険会社を含みます。

＜Q41で「7 交渉したが、合意に至らなかった」又は「9 訴訟や交渉などを行っていない」を選択した方＞

加害者側*から何らかの賠償の支払がありましたか。

（ひとつだけ）

○1 支払あり

○2 支払なし

*　加害者側：加害者本人のほか、加害者の親族、加害者の雇用主、加害者の加入していた保険会社を含みます。

＜Q41で「9 訴訟や交渉などを行っていない」を選択した方＞

加害者側*との間で賠償に関する訴訟や交渉などを行わなかった理由をお答えください。

（いくつでも）

□1 加害者側に資力がなかったから

□2 加害者側に賠償する意思がなかったから

□3 加害者側の所在が分からなくなったから

□4 加害者が刑務所に入っているから

□5 加害者側とこれ以上関わりたくないから

□6 手続などが大変だと思ったから

□7 弁護士に頼む資力がなかったから

□8 どのような手続をとればよいかわからなかったから

□9 今後、賠償請求する予定

□10 他に公的な給付・支給や民間団体からの給付・支給を受けたから

□11 その他（具体的に：　　　　　）

*　加害者側：加害者本人のほか、加害者の親族、加害者の雇用主、加害者の加入していた保険会社を含みます。
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Q50 

 

 

Q51 

 

 

  

■事件後から現在までの、生活の変化についておたずねします。

事件にあうと、生活上の変化が起こることがよくあります。事件後から現在まで、あなたの生活には以下のような出来事がありましたか。

※回答上の注意

・経験した出来事については、｢経験した｣を選択してください。

・経験した出来事が事件と関連していると思う場合は、「事件と関連があると思う」を選択してください。

・あてはまるものがない／事件と関連があると思うものはない場合は、「あてはまるものはない／事件と関連があると思うものはない」の項目において、

　「経験した」と「事件と関連があると思う」の両方を選択してください。

経

験

し

た

事

件

と

関

連

が

あ

る

と

思

う

学校または仕事を辞めた、変えた □1 □1

学校または仕事をしばらく休んだ（休学、休職） □2 □2

長期に通院したり入院したりするようなけがや病気をした □3 □3

自分が転居（引越し）をした □4 □4

結婚した □5 □5

別居・離婚をした □6 □6

望まない妊娠をした □7 □7

こどもが生まれた □8 □8

同居している家族が結婚した □9 □9

同居している家族にこどもが生まれた □10 □10

同居している家族の看護・介護が必要になった □11 □11

家族が亡くなった □12 □12

家族間の信頼が深まった □13 □13

家族間で不和が起こった □14 □14

学校や職場、地域の人々との関係が親密になった □15 □15

学校や職場、地域の人々との関係が悪化した □16 □16

その他（具体的に：　　　　　） □17 □17

あてはまるものはない／事件と関連があると思うものはない □18 □18

事件直後と比較して、以下のような状況について、現在どのように変わったと思いますか。

（それぞれひとつずつ）

悪

化

し

た

や

や

悪

化

し

た

変

わ

ら

な

い

少

し

回

復

し

た

回

復

し

た

わ

か

ら

な

い

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6

身体的な状況

精神的な状況

経済的な状況
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Q52 

 

 

Q53 

 

 

 

 

Q54 

 

 

  

＜Q51で「1 身体的な状況」、「2 精神的な状況」、「3 経済的な状況」でそれぞれ「悪化した」、「やや悪化した」と回答した方＞

悪化した状況についてどのようなことで悪化したとお考えですか。

（それぞれひとつずつ）

事

件

に

関

連

す

る

問

題

に

よ

っ

て

悪

化

し

た

事

件

以

外

の

出

来

事

で

悪

化

し

た

わ

か

ら

な

い

○1 ○2 ○3

○1 ○2 ○3

○1 ○2 ○3

身体的な状況

精神的な状況

経済的な状況

あなたは現在、事件による被害から、ご自分がどのくらい回復したと感じていますか。

1を「全く回復していない」、10は「もとどおり回復した」として、もっともあてはまるものを選んでください。

（ひとつだけ）

○1 1. 全く回復していない 

○2 2

○3 3

○4 4

○5 5. 半分くらい回復した 

○6 6

○7 7

○8 8

○9 9

○10 10. もとどおり回復した

■事件後に受けた支援や使った制度についてお伺いします。

あなたは、地方公共団体（都道府県や市区町村）に犯罪被害者等への総合的な対応を行う窓口（「総合的対応窓口」）があることを知っていますか。

（ひとつだけ）

○1 知らなかった

○2 被害にあったのちに知った

○3 被害にあう前から知っていた
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Q55 

 

 

Q56 

 

 

Q57 

 

  

＜Q54で「2 被害にあったのちに知った」、「3 被害にあう前から知っていた」と回答した方＞

あなたはそうした窓口を何によって知りましたか。

（いくつでも）

□1 警察庁Webサイト

□2 都道府県警察Webサイト、ソーシャルメディア（X（旧Twitter）、Facebook、Instagramなど）

□3 都道府県警察の広報紙・チラシ・パンフレットなど

□4 地方公共団体のWebサイト、ソーシャルメディア（X（旧Twitter）、Facebook、Instagramなど）

□5 地方公共団体の広報誌・チラシ・パンフレットなど

□6 犯罪被害者白書

□7 民間の犯罪被害者支援団体のWebサイト、ソーシャルメディア（X（旧Twitter）、Facebook、Instagramなど）

□8 民間の犯罪被害者支援団体の広報誌・チラシ・パンフレットなど

□9 新聞・雑誌（Webも含みます。）

□10 テレビ・ラジオ

□11 周りの人（家族や友人、知人など）に教えてもらった

□12 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの人に教えてもらった

□13 行政機関・福祉機関の相談窓口の人に教えてもらった（具体的機関名：　　　　　）

□14 警察の人に教えてもらった

□15 民間の犯罪被害者支援団体の人に教えてもらった

□16 その他（具体的に：　　　　　）

＜Q54で「2 被害にあったのちに知った」、「3 被害にあう前から知っていた」と回答した方＞

あなたはそうした窓口を実際に利用しましたか。

（ひとつだけ）

○1 利用した

○2 利用しなかった

＜Q56で「2 利用しなかった」と回答した方＞

利用しなかった理由を教えてください。

（いくつでも）

□1 窓口に相談するほどの被害ではないと思ったから

□2 窓口に相談すると物事がどのように進むのか予想ができないから

□3 窓口がどこにあるかわからなかったから

□4 低年齢であったため、相談することを思い至らなかった

□5 他の機関による相談・支援で足りたため、相談する必要がなかった

□6 どうせとりあってもらえないと思ったから

□7 手続などが大変だと思ったから

□8 周囲の目が気になるから

□9 被害の話をするのがつらかったから

□10 その他（具体的に：　　　　　）
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Q58 

 

  

あなたまたはご家族は、今回の被害に対処するために、次のような機関や団体の支援を受けたり、制度を使ったりしましたか。

各機関や団体の支援・制度の内容については下表を参照ください。

（いくつでも）

□1 警察

□2 検察庁

□3 裁判制度

□4 日本司法支援センター（法テラス（民事法律扶助協会など含む））

□5 弁護士会

□6 地方公共団体

□7 児童相談所

□8 その他の福祉機関・行政機関（具体的機関名：　　　　　）

□9 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

□10 医療機関

□11 学校

□12 職場

□13 民間の犯罪被害者支援団体・被害者団体・自助グループ

□14 その他（具体的に：　　　　　）

□15 いずれの機関・団体の支援も受けていない／制度も使っていない

186



 

３－２．犯罪被害者等調査票 

 

 

 

  

【各機関・団体による支援・制度の例】

機関・団体 支援・制度例

・   事件発生直後からの付添い（各種捜査手続における補助、自宅への送迎、家族への連絡、病院への付添いなど）

・   「被害者の手引」による各種支援内容や刑事手続に関する情報提供

・   加害者に関する情報（捜査、検挙、処分状況）の提供（被害者連絡制度）

・   地域警察官による被害者訪問・連絡活動

・   相談・カウンセリング

・   犯罪被害給付制度

・   公費負担制度（犯罪被害に係る初診料、診断書料、カウンセリング費用など）

・   身辺警戒やパトロールなどによる身の安全の確保（再被害防止）

・   「被害者支援員」による法廷への付添いや各種手続の補助

・   「被害者ホットライン」による相談や問合せ

・   公判期日、裁判結果などに関する情報提供（被害者等通知制度）

・   冒頭陳述の内容を記載した書面の交付

・   刑事裁判における被害者参加制度

・   優先的に裁判を傍聴できる制度

・   証人尋問でのビデオリンク・遮へい措置

・   公判記録の閲覧・コピー（確定後も含む）

・   刑事和解制度

・   民事損害賠償請求制度（民事訴訟）

・   ADR（仲裁、調停、和解あっせん）

・   刑事手続の仕組みや、損害の回復や苦痛の軽減を図るための制度に関する情報の提供

・   犯罪被害者支援を行っている機関・団体の案内（紹介、取次ぎなど）

・   被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介

・   民事法律扶助制度（弁護士費用の立替えなど）

・   DV等被害者法律相談援助制度

・   被害者参加人のための国選弁護制度

・   被害者参加旅費等支給制度

弁護士会 ・   「犯罪被害者支援窓口」における相談

・   総合的対応窓口における相談

・   見舞金・貸付金の支給

・   公営住宅への優先入居

・   転居費用・家賃の補助

・   家事・育児・介護などの生活支援

・   社会保障・福祉制度（障害者福祉・生活保護など）

・   相談

・   一時保護

・   家族支援

その他の福祉機関・行政機関 ・   ハローワークによる就労支援

※性犯罪・性暴力被害に関する相談に限る

・   相談

・   病院、警察などへの付添い

・   カウンセリングなどの心理的ケア

・   弁護士などによる法律相談・弁護士の紹介

・   司法制度や行政手続の説明、手続補助

・   高額療養費制度*1 

・   自立支援医療制度*2 

・   スクールカウンセラーや教職員による心のケア

・   被害者または加害者の転校などの配慮

・   休暇の取得などの配慮

・   職場復帰のための支援

・   相談

・   病院、警察などへの付添い

・   カウンセリングなどの心理的ケア

・   弁護士などによる法律相談・弁護士の紹介

・   司法制度や行政手続の説明、手続補助

・   自助グループへの参加

民間の犯罪被害者支援団体・被害者団体・

自助グループ

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストッ

プ支援センター

医療機関

学校

職場

児童相談所

警察

検察庁

裁判制度

日本司法支援センター（法テラス）

地方公共団体

*2　自立支援医療制度：心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度

*1　高額療養費制度：医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が１か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給す

る制度
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Q59 

 

 

Q60 

 

  

＜Q58で「1 警察」～「14 その他」と回答した方＞

支援を受けた／制度を使った機関や団体の対応に対してどのくらい満足されましたか。以下のそれぞれの機関や団体についてお答えください。

（それぞれひとつずつ）

満

足

し

た

や

や

満

足

し

た

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

満

足

し

な

か

っ

た

満

足

し

な

か

っ

た

警察 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

検察庁 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

裁判制度 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

日本司法支援センター（法テラス（民事法律扶助協会など含む）） ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

弁護士会 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

地方公共団体 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

児童相談所 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

その他の福祉機関・行政機関【Q58の具体的機関名の回答表示】 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

医療機関 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

学校 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

職場 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

民間の犯罪被害者支援団体・被害者団体・自助グループ ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

その他【Q58の「その他」の回答表示】 ○1 ○2 ○3 ○4 ○5

＜Q59と同じ方＞

/民間の犯罪被害者支援団体・被害者団体・自助グループ/その他】の対応について、

【満足した/やや満足した/どちらともいえない/あまり満足しなかった/満足しなかった】を選択した理由を記載ください。

警察

検察庁

裁判制度

日本司法支援センター（法テラス（民事法律扶助協会など含む））

弁護士会

地方公共団体

児童相談所

その他の福祉機関・行政機関【Q58の具体的機関名の回答表示】

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

医療機関

学校

職場

民間の犯罪被害者支援団体・被害者団体・自助グループ

その他【Q58の「その他」の回答表示】

前問において、【警察/検察庁/裁判制度/日本司法支援センター（法テラス（民事法律扶助協会など含む））/弁護士会/地方公共団体/児童相談所

/その他の福祉機関・行政機関/性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター/医療機関/学校/職場
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Q61 

 

 

  

事件後、あなたまたはご家族はどのような支援・配慮を必要としましたか、または現在必要としていますか。

「被害を受けた直後」と「現在」それぞれについて特に重要だと思うものをそれぞれ最大５つまでお答えください。

（各たて列でそれぞれ５つまで）

被

害

を

受

け

た

直

後

現

在

事件・被害に関する話を聞いてもらう □1 □1

役所等での手続補助 □2 □2

警察・検察との応対の手助け、付添い □3 □3

司法手続のことを教えてもらう □4 □4

弁護士の紹介 □5 □5

刑事裁判に関する手助け □6 □6

損害賠償に関する手助け □7 □7

裁判所へ行く際の付添い □8 □8

医療機関の紹介 □9 □9

医療機関へ行く際の付添い □10 □10

住まいに関する支援（一時避難場所の確保や転居の手助けなど） □11 □11

生活全般の手伝い（買い物など身の回りのことを含む） □12 □12

家族の介護に関する手助け □13 □13

こどもの世話に関する手助け □14 □14

こどもの進学・学習に関する支援 □15 □15

就労に関する支援 □16 □16

経済的支援 経済的な支援 □17 □17

精神的支援 精神的な支援（カウンセリングなど） □18 □18

報道機関の応対の手助け □19 □19

支援団体、自助グループ等の紹介 □20 □20

プライバシーなどへの配慮 □21 □21

職場・学校などへの配慮 □22 □22

そっとしておいてもらうこと □23 □23

その他（具体的に：　　　　　） □24 □24

特になし □25 □25

どのような支援・配慮が必要かわからなかった □26 □26

配慮

その他

その他の支

援

相談等支援

法的関係支

援

医療関係支

援

住居・生活

関係支援
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Q62 

 

 

 

 

Q63 

 

 

  

■事件後に関わった人から受けた言動についておたずねします。

事件後に、以下の人々の言動や態度によってあなたの気持ちにどのような変化が生じましたか。

（各行でそれぞれいくつでも）

傷

つ

け

ら

れ

た

気

持

ち

に

変

化

は

生

じ

な

か

っ

た 精

神

的

・

情

緒

的

に

支

え

ら

れ

た こ

れ

ら

の

人

た

ち

と

は

関

わ

り

が

な

い

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

□1 □2 □3 □4

世間の声（インターネット上の書込みや投書、電話など）

加害者関係者（加害者本人・家族、弁護人など）

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターのスタッフ

地方公共団体の職員（都道府県や市区町村の窓口職員など）

児童相談所のスタッフ

医療機関のスタッフ（医師、看護師、事務職員など）

民間団体の人（犯罪被害者支援団体、被害者団体、自助グループ）

報道関係者

日本司法支援センター（法テラス）の職員

家族、親族

友人、知人

同じ職場、学校などに通っている人

学校や塾の先生

近所、地域の人

警察官・警察職員

検察官・検察庁職員

裁判官・裁判所職員

弁護士（加害者関係者の弁護人を除く）

■最後に、事件のこと、事件後から現在までの心境や状況の変化、必要な支援などについておたずねします。

アンケートに書ききれなかったことがございましたら、ご自由にお書きください。
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３－２．犯罪被害者等調査票 

 

 

 

　最後までご回答いただき、誠にありがとうございました。

　皆さまからいただいた回答内容は、個人が特定されないように調査結果をまとめ、

　政府による犯罪被害者等のための施策の企画・立案などに向けた重要なご意見として、活用させていただきます。

○　気分が不安定になり、気持ちを落ち着ける方法を知りたい方

　・不安との付き合い方（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所HP）

：https://www.ncnp.go.jp/nimh/behavior/anxiety/index.html ※ページ下部参照

○　気分が不安定になり、こころの健康に関する情報を知りたい方

　・こころの情報サイト（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所HP）

：https://kokoro.ncnp.go.jp

○　誰かに相談したい気持ちになった方

・被害者支援センター（公益社団法人全国被害者支援ネットワークHP）

：https://www.nnvs.org/shien/list/

○　受けたDV被害について相談が必要な方（相談しようと思った方）

・DV関係相談窓口（内閣府男女共同参画局HP）

：https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html

○　現在も被害にあわれていたり、相談を希望される方

・都道府県警察の被害相談窓口（警察庁犯罪被害者等施策HP）

：https://www.npa.go.jp/higaisya/ichiran/index.html

○　その他、犯罪被害に関する各種窓口

・相談窓口（警察庁犯罪被害者等施策HP）

：https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/soudan/index.html

気分が不安定になった方や誰かに相談をしたい気持ちになった方は、以下のリンクをご参照ください。
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